
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 1月版 

東 京 国 税 局 

事事務務所所でで作作成成  

ネネッットトでで申申告告  

平成 23 年分所得税の確定申告書等 

作成コーナーから代理送信編 

「おうちで作成 ネットで申告 e-Tax 

平成 23 年分所得税の確定申告書等 

作成コーナーから直接送信編」の別冊として 

同コーナーから税理士等が代理送信する手順 

を掲載しています。

ee--TTaaxx  

操作に関するお問い合わせは「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」へ 

０５７０－０１５９０１（e-コクゼイ） 



 



 
 

 
 
 
 

所得税の確定申告書等作成コーナーにおいても、税理士による代理送信ができます。 

また、納税者と税理士、それぞれの電子証明書を添付して e-Tax へ送信することができます

ので、最高 4,000 円の電子証明書等特別控除も受けることができます。（平成 19 年分から平成

22 年分のいずれかの年で当該控除の適用がない場合） 
 

ここでは、次の条件で当コーナーを利用した場合の送信準備から電子証明書の添付（電子署

名）、送信、受信通知の確認までを説明します。 

 （本マニュアルは、平成 24 年 1 月現在の情報をもとに作成しております。） 

 

◆ 使用する電子証明書ドライバソフト 

 日税連 IC カードマネージャ 

◆ 使用する電子証明書 

 ・ 納税者 ⇒ 公的個人認証サービスの電子証明書（住基カード） 

 ・ 税理士 ⇒ 日本税理士会連合会電子認証局の電子証明書 

◆ 電子証明書等特別控除 

適用を受ける 

 

基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告書等作成コーナーにおいても 

税理士の代理送信により電子申告ができます。

① 電子申告用データの作成（直接送信編参照） 

② 送信準備（利用者識別番号等の入力）   Ｐ２

③ 同時送信データの結合処理（省略可）   Ｐ３

④ 電子証明書の添付（税理士及び納税者）  Ｐ４

⑤ e-Tax へ送信              Ｐ６ 

⑦ 送信後の処理（直接送信編参照） 

次ページ以降で

説明 

⑥ 即時通知・受信通知の確認        Ｐ６ 
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① 電子申告用データの作成 

  電子申告用データを作成するまでの流れについては、「おうちで作成 ネットで申告 e-Tax 平成 23

年分所得税の確定申告書等作成コーナーから直接送信編」Ｐ1～Ｐ33を参照してください。 

 

② 送信準備（利用者識別番号等の入力） 

  税理士等の利用者識別番号等の情報を入力します。 

なお、「おうちで作成 ネットで申告 e-Tax 平成 23 年分所得税の確定申告書等作成コーナーから

直接送信編」Ｐ28 項番４の送信者選択画面で「②税理士等が申告書等を送信（提出）」を選択し、税

理士情報を入力した場合は、税理士の利用者識別番号等も表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  入力が終わったら、「入力終了（次へ）」をクリックします。 

パターン 1 当コーナーで決算書等を作成しデータを引継いだ場合 

確定申告書等作成コーナーから送信でき

るデータは、下の表のとおりです。 

当コーナーで作成した決算書等データを

引き継いでいる場合は、別途結合する必要

は無く、申告書データと一緒に送信できま

すので、「決算書等の送信」でチェックをつ

ける必要はありません。 

税務代理権限証書などを送信する場合

は、  にチェックを入れ、次頁の結合画

面を表示させます。 

なお、当コーナーで作成できない税務代

理権限証書などを結合させる場合はあらか

じめ、e-Tax ソフトや会計ソフト等で xml

データ（拡張子が「.xtx」、「.xml」）を作成

しておく必要があります。 

 

パターン３ 事業所得・不動産所得があり決算書等データを引継いでいない場合

パターン２ 事業所得・不動産所得がない場合 

【必須項目】 

どちらかにチェックを入れ

ないと先に進めません。 

納税者の利用者識別番号が表

示されます。 

税理士等の利用者識別番号

等の情報を入力します。 

既に表示されている場合は、

表示内容を確認します。 

※ 

※ 

※ 

※ 
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③ 同時送信データの結合処理（２ページで「※」にチェックを入れた場合） 

  確定申告書と同時送信する決算書等データを結合します。 

なお、ここで結合処理を行うのは、e-Tax ソフトや会計ソフトで作成した決算書等や税務権限代理

証書など、確定申告書等作成コーナー以外で作成したデータを同時送信する場合です。 

  当コーナーで決算書等データを作成した方、同時送信するデータのない方は、「④電子証明書の添

付（電子署名）」へ進んでください。 

 

 

 

                               当コーナーで作成した、電子 

                              申告用データ 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              「参照」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              e-Tax ソフトや会計ソフト等で、

あらかじめ作成しておいた xml 形式

（拡張子が「.xtx」、「.xml」）のデー

タを選択します。 

 

 

入力が終わったら、「入力終了（次へ）」をクリックします。 
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④ 電子証明書の添付（税理士及び納税者） 

電子証明書の添付（電子署名）は、「税理士→納税者」の順に行います。 

  最初に税理士の電子証明書を IC カードリーダライタにセットします。 

  認証局を選択後、「次へ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  
 

税理士の電子証明書のパスワードを入力 

し「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

税理士の電子証明書の内容を確認します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「次へ」をクリックすることで電子署名が行われます。 

認証局は、 

「日本税理士会連合会電子認証局」 

を選択します。 

「税理士等」が

表示されます。 
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 次に、納税者の電子署名を行います。 

  認証局サービス名を選択する場合に「日本税理士会連合会電子認証局」を選択してください。 

認証局を選択後、「次へ」をクリックします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          納税者の電子証明書のパスワードを入力

し「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

 

納税者の電子証明書の内容を確認します。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をクリックすることで電子署名されます。 

住民基本台帳カードに格納されている電

子証明書のパスワード（英字）は全て大文字

ですので、入力の際はご注意ください。 

※ 納税者の電子証明書の添

付を行わない場合は、Ｐ７の

【参考】を参照してください。 

「納税者」に変

わります。 

日税連の「ICカードマ
ネジャ」を使用している
ため、電子証明書が公的
個人認証サービス（住民
基本台帳カードに格納）
のものであっても、日税
連の認証局を選択しま
す。  
 「ICカードマネージャ」
は、公的個人認証サービ
スの電子証明書にも対応
しています。 
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⑤ e-Tax へ送信 

e-Tax の受付システムへログインし、データを送信します。 

税理士の暗証番号を入力し、送信をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
⑥ 即時通知・受信通知の確認を行います。 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

※ エラーがある場合は、内容を確認し、 

訂正した上で必ず再送信してください。 

 

 

 

⑦ 送信後の処理（送信した申告書等の印刷、納期限等の確認） 

  送信後の操作方法については、「おうちで作成 ネットで申告 e-Tax 平成 23 年分所得税の確定申

告書等作成コーナーから直接送信編」Ｐ38以降を参照してください。 

 エラーがある場合 

正常に送信された場合 

税理士の「利用者識別番号」 

であることを確認し、 

税理士の「暗証番号」を入力します。
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税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して代理送信する場合は、納税者本人の電子

署名及び電子証明書が付されていないことから、電子証明書等特別控除の適用を受けるこ

とはできません。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「電子証明書等特別控除」の適用を受けずに確定申告書等作成コーナーの入力を進めると、「④

電子証明書の添付」の納税者画面（5 ページ）で次のように表示されます。 

 税理士の電子証明書の添付のみで、納税者の電子証明書を添付せずに送信しますので、そのま

ま「送信へ」をクリックします。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

納税者の電子証明書を添付せずに送信するかどうかの確認メッセージが表示されます。 

                         
 
 

「はい」をクリックします。 

 
 
 
 

e-Tax の受付システムへのログイン画面が表示されるので、税理士の暗証番号を入力してログ

インしデータを送信、即時通知・受信通知の確認を行います。 

【参考】 電子証明書等特別控除の適用を受けずに
税理士の電子証明書のみで代理送信する場合 

 

「適用なし」の場合は、

空欄 

納税者の電子証明書を添付する画面で

「送信へ」ボタンをクリックします。
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国税庁ホームページでは、「確定申告特集」でe-Taxによる確定申告のご利用案内、よくある質問

などを掲載していますので、是非ご覧ください。 

 

 

 

月曜日～金曜日の午前８時半から午後９時（祝日等を除く） 

  ※ 平成23年分の所得税確定申告期におけるe-Taxの受付時間 

    平成 24 年１月 16 日（月）～３月 15日（木）⇒ 24 時間（メンテナンス等で休止する場合があります。）

 

 

 国税庁では、e-Tax・確定申告書等作成コーナーの操作に関する問い合わせに電話で対応する専用

窓口として、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクを設置しています。 

（注）申告の内容に関してのご相談（税務相談）は、最寄りの税務署をご利用ください。 

０５７０－０１５９０１（e－コクゼイ） 全国一律市内料金 

０３－５６３８－５１７１（PHSなどをご利用の場合） 通常通話料金 

 

○ ヘルプデスクの受付時間 

  １ 平成24年 1月 16日～平成24年 3月 15日まで 

   ・ 月曜日～金曜日（祝日等を除く。）及び2月19日、26日、3月 4日、11日の日曜日 

     午前9時～午後8時 

  ２ １以外の期間 

   ・ 月曜日～金曜日（祝日等及び12月 29日～1月 3日を除く。） 

午前9時～午後5時 

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 

国税庁 

国税庁ホームページ 

e-Taxの利用可能時間 


